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【今月の表紙】【今月の表紙】 お花見日和、町内で広がる笑顔の輪 （徳島大学石井農場の桜並木・前山公園・森本院）お花見日和、町内で広がる笑顔の輪 （徳島大学石井農場の桜並木・前山公園・森本院）



水道課からのお知らせ

　水道メーターは、計量法で８年
間の有効期限が定められていま
す。検査満了に伴う水道メーター
の交換を身分証を携帯した委託業
者が宅地内に入り、作業を行いま
すので、ご協力よろしくお願いし
ます。
　なお、水道メーターの交換で費
用を頂くことはありません。
期　間　令和９年３月31日まで
委託業者　㈱古髙設備
　　　　　 090－4509－5448
問 �水道課　 674－1141

税理士による無料法律相談会

　町内に住民登録がある方を対象
とした無料税務相談会です。
日　時　６月26日（金）
　　　　午後１時30分～４時30分
場　所　石井町役場２階大会議室
相談内容　�相続税・贈与税・譲渡

所得（土地建物等の譲
渡）

※所得税などの相談は対象外
相談人数　１人約50分
受付期間　６月16日（火）
� ～６月18日（木）
� （午前８時30分から午後５時）
申込方法　�総務課へ電話でお申し

込みください。
問 �総務課　 674－1111

軽自動車税（令和８年度分）
の減免申請等について
　軽自動車税の減免は毎年申請が
必要です。申請に必要な書類等に
ついては、納税通知書同封の文書
または石井町ホームページをご確
認ください。
　申請期間は、６月１日（月）まで
です。（土・日を除く、平日午前８
時30分～午後５時15分）
※�期限を過ぎてからの申請は受付
できません。
　なお、納期限は６月１日（月）で
す。
問 �税務課　 674－1115

自動車税の納期について

　自動車税（令和８年度分）の納
期限は、６月１日（月）です。
　自動車税は、納税通知書の裏面に
記載されている金融機関、コンビニ
エンスストア等で納付できます。
　またスマートフォン決済アプリ
を利用した納付もできます。
問 �東部県税局自動車税庁舎
　 641－2323

令和８年度「石井町得々情報」

　石井町における町民
及び移住・定住者支援
施策の一覧です。
※�詳しくは町HPでご
確認ください。

問 �総務課　 674－1111

ご存じですか？
民生委員・児童委員の日
　５月12日は、「民生委員・児童
委員の日」です。
　また、５月12日から１週間は
「活動強化週間」です。
　誰もが安心して暮らせる地域社
会の実現に向け、住民の最も身近
な相談相手である民生委員・児童
委員を知っていただき、その活動
に対する理解を深めるきっかけに
なるよう、友人やご家族で話あっ
てみましょう。
問 �福祉生活課　 674－1116

農業用廃プラスチック回収の
お知らせ
　農業用廃プラスチックの回収に
ついて次のとおり実施します。
※廃農薬の回収はありません。
日　時　６月９日（火）
　　　　午前９時～午後４時
　　　　６月10日（水）
　　　　午前９時～正午
場　所　JA徳島県
　　　　石井営農経済センター
問 �石井町農業用廃プラスチック適
正処理対策協議会（JA徳島県石
井営農経済センター内）
　 088－674－2122

農地の雑草管理にお困りの方へ

　農地所有者からの依頼により、
有料で草刈りを行っている団体を
ご案内します。
　以下の各団体連絡先までご相
談・ご依頼ください。
⃝石井町農業振興会（平田）
　 090－3180－4591
⃝石井町農業後継者クラブ
　 088－674－1118
⃝石井町遊休農地等管理
　機械利用組合（上

かみ
野
の
）

　 090－8976－5627
⃝㈲久米農機※
　 088－674－0340
※�㈲久米農機は石井・浦庄・高川
原地区に限る

高川原福祉会館だより

職業相談（ハローワーク職員による）

問 �福祉生活課　 674－1116

役場からの
お知らせが届いて

便利です！
ダウンロードして
お使いください！

“いしいアプリ”

お知らせ NEWS

暮らし

石井町
得々情報

職業相談（無料）

日　程 ６月16日（火）
（毎月第３火曜日）

時　間 午前10時～12時
相談員 ハローワーク職員
場　所 石井町役場１F相談室

職業相談 人権相談

日　程 ５月19日（火）６月１日（月）
時　間 午後1時半～ 3時半 午後１時～３時

相談員 ハローワーク職員
石井町

人権擁護委員
場　所 高川原福祉会館 石井町役場１階
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　　３月に開催された石井町議会定例会議において、令和８年度の当初予算が可決されました。
　　今年度はどのくらいの収入があり、どのような目的に使われるのか、予算の概要をお知らせします。

【用語解説】
【地方交付税とは？】　　　�すべての地方公共団体が一定の行政サービスを提供できるように、国から石井

町に配分されるお金のこと。（所得税等の国税を一定の割合等で配分）

【国県支出金とは？】　　　�国や徳島県から石井町に交付されるお金のうち、使い道が決められているもの。

【町債とは？】　　　　　　�学校や道路等の整備にかかる一部を将来の世代にも負担してもらうために発行
する債券のこと。町債の発行で得た収入は、町の借金となるため、将来返済額
を検討したうえで発行しています。

【譲与税・交付金とは？】　�国や徳島県が集めた税金のうち、一定の割合で石井町に配分されるお金のこと。

石井町一般会計当初予算概要

一般会計当初予算 : 12,941,000千円（対前年度：1,362,000千円増）

【歳出の内訳】

　歳出を前年度と比較すると、【民生費】は、石井
学童保育所整備事業などの増加により543,451千
円（11.5％）増、【教育費】は、中学校屋内運動場
空調設備等整備事業などの増加により377,557千円

（21.4％）増、【衛生費】は、広域斎場整備事業など
の増加により650,270千円（46.3％）増、【議会費等】
は、議員報酬などの増加により15,156千円（13.8％）
増、【総務費】は、地方公共団体情報システムの標準化・
共通化事業などの減少により140,508千円（9.6％）
減、【消防費】は、名西消防組合負担金などの減少に
より114,609千円（16.9％）減となっています。
　【公債費】は、過去の大型事業に係る地方債償還
終了及び新規地方債の発行を抑制したことにより
511,974千円（5.1％）減となっています。

【歳入の内訳】

　歳入を前年度と比較すると、自主財源である
【町税】は、町民税などの減収により37,083千円
（1.4％）減、主に基金からの取り崩しである【繰
入金】は、32,400千円（2.4％）減、【その他自
主財源】は、分担金及び負担金・財産収入の増加
により110,149千円（15.7％）増となっています。
　依存財源である【国県支出金】は、598,962千
円（21.0％）増、【町債】は、539,700千円（176.2％）
増、【譲与税・交付金】は、83,392千円（9.5％）
増となっています。
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石井町一般会計当初予算概要

石井町民１人
あたりの年間予算

531,566円
※�一般会計の予算額を
令和 8年 3月 1日現
在の人口 24,345人
で割ったものです。

【議会費】
3,893円
議会活動
など

【総務費】
54,570円
役場の管理運営・
広報など

【民生費】
215,617円
高齢者・障がい者・
子どもの支援など

【衛生費】
84,385円
健康推進・
ごみ処理など

【農林水産業費】
9,485円
農業振興
など

【商工費】
6,771円
商工・観光振興

など

【土木費】
23,348円
道路・橋梁・公園の
整備など

【消防費】
23,087円
消防・

救急活動など

【教育費】
88,147円
学校教育・

スポーツ振興など

【公債費】
21,030円
借入金の返済
など

　第五次石井町総合発展計画において、将来ビジョン「太陽と緑の環境都市いしい」を掲げ、11の施策分野
群の目標に向かい施策を展開します。主な事業は以下のとおりです。

１．健康的な暮らしの推進 ２．高齢者・障がい者福祉の充実
◦予防事業 ……………………………………127,987千円
◦�健康診査費……………………………………39,190千円
◦�妊婦・乳幼児健康診査事業…………………27,569千円
◦�１歳６か月児・３歳児・５歳児等健康診査事業…3,565千円

◦�障害児通所給付費 …………………………391,020千円
◦�重度心身障がい者医療費助成事業…………63,356千円
◦�相談支援事業…………………………………14,461千円
◦�日常生活用具給付等事業 ……………………9,440千円

３．地域の支え合いの推進 ４．子育て環境と教育の充実
◦�中央公民館・分館管理費……………………48,575千円
◦�石井町社会福祉協議会運営事業補助金……37,157千円
◦�地域活動支援センター基礎的・機能強化事業…14,360千円
◦�基幹相談支援センター事業…………………12,006千円

◦�石井学童保育所整備・改修事業 …………316,670千円
◦�放課後児童健全育成事業 …………………116,108千円
◦�給食センター業務委託料……………………90,492千円
◦�（小・中学校）情報教育推進事業 ……………64,526千円

５．安全で快適な生活環境の確保 ６．安心した暮らしの実現
◦�長寿命化対策事業（道路メンテナンス）……72,048千円
◦�町道新設改良事業……………………………39,450千円
◦�道路維持補修事業……………………………16,488千円
◦�生活道路改良事業……………………………15,000千円

◦�広域斎場整備事業 …………………………619,152千円
◦�改良住宅ストック総合改善事業……………46,220千円
◦�町営住宅整備・管理費………………………38,774千円
◦�浄化槽設置整備事業補助金…………………32,859千円

７．安全・安心のまちづくり ８．環境に配慮したまちづくり
◦�名西消防組合負担金 ………………………446,835千円
◦�木造住宅耐震化促進事業……………………49,738千円
◦�避難所強靭化対策推進事業　…………………7,916千円
◦�交通安全施設整備事業　………………………2,000千円

◦�一般廃棄物収集運搬・処理業務 …………199,235千円
◦�し尿処理施設管理費 ………………………195,832千円
◦�一般廃棄物焼却施設管理・修繕事業 ……131,153千円
◦�都市公園管理費………………………………49,462千円

９．地域産業の活力増進 10．協働と行政運営の推進
◦新規就農者育成総合対策事業………………36,750千円
◦石井町商工会運営事業補助金………………12,867千円
◦石井町納涼夏祭り補助金 ……………………9,500千円
◦デジタル地域通貨管理運用事業 ……………8,231千円

◦電子計算組織管理費 ………………………154,102千円
◦地方公共団体情報システムの標準化・共通化事業 …35,822千円
◦ふるさと石井応援事業………………………27,726千円
◦広報事業………………………………………12,140千円

11．広域行政の推進
◦後期高齢者医療事務費負担金………………22,423千円
◦消費生活センター運営事業  …………………3,055千円
◦徳島県市町村滞納整理機構負担金  …………2,577千円
◦徳島東部地域ＤＭＯ負担金  …………………1,590千円

令和８年度予算で取り組む主な事業と施策

町民１人あたりの予算（１年間でいくらかかっているか）
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～石井町結婚活動支援事業～

対象要件

石井町の婚活サポート

対象経費 補　助　額

申請方法

石井町ホームページ
（石井町結婚活動支援事業）

問総務課　 674－1111

問産業経済課　 674－1118

　石井町の人口減少対策の一環として、徳島県内に事業所を置き、結婚を希望する独身
の会員に結婚を前提とした出会い及び交際から結婚に至るまでのサービスを提供する法
人（以下、「結婚活動サポート事業者」という。）が運営するマッチングシステムに入会・
会員登録（新規登録及び更新登録）をされる方に補助金を交付します。

①石井町に住民登録があり、かつ居住している18歳～50歳の独身者
②結婚後、石井町に定住する予定のある者
③町税等の滞納がない者
④�暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２項に規定する暴力団に関
係していない者

徳島県内の結婚活動サポート
事業者が運営するマッチング
システムへの入会・会員登録
に係る費用

入会・会員登録後30日以内に、次の関係書類を提出してください。
１．補助金交付申請書（様式第１号）（石井町ホームページからダウンロードできます。）
２．入会・会員登録料支払証明書（領収書又は振込明細書）の写し
３．その他町長が必要と認める書類

※詳しくは、石井町ホームページをご覧ください。
※交付の決定は先着順とし、予算の範囲内で行います。

入会料・会員登録料の合計の２分の１
（※補助金の交付は１人につき２回、
合計３万円まで）

お一人様最大 

30,000ポイント戻ってくる！ いしいコイン30％還元キャンペーン 

キャンペーン期間：令和８年５月１日（金）～７月10日（金）
ポイント利用期間：交付日から２か月後の月末 

 
■対象者：いしいコイン加盟店（注）にて、J-CoinPayアプリを使用し、決済した全ての方。
　　　　　　　　　　   　   　（※全ての町民の方に加え、町民以外の方も対象です。）
■ポイント交付方法：10日以内にお一人様最大30,000ポイントを還元します。  

（注）運営の都合により、いしいコイン加盟店のうちファミリーマート・ローソン・セブンイレブン・ミニストップ・ダイレックスは還元キャンペーンの対象外となります。 

■ご確認ください！ 
●加盟店でのお買い物の前に登録した金融機関からチャージを行ってください。 
●ポイント還元はチャージをした J-Coin 残高からのお支払いが対象です。いしいコイン残高のみを使用し 

たお支払いは対象となりません。  
●いしいコイン残高を併用してのお支払いの場合、J-Coin 残高での支払いに対し、ポイントを還元します。 
●いしいコイン残高がある場合はJ-Coin残高がある場合でも、いしいコイン残高から自動で使用されます。 

※有効期間が終了すると付与されたいしいコインは失効します。
 

店舗情報は
こちらから

町内のいしいコイン加盟店（注）でJ-Coin残高を使い、決済すると、決済額の30％のいしいコインを10日以内に
お一人様最大30,000ポイント還元します。（但し、交付額が予算上限に達し次第、前倒しで終了します。）

広 報 い し い（ 6）令和 8年 5月15日 第287号



 

石井町は(株)ジチタイアドと 

空家等対策に向けた官民連携に関する 

協定を結んでいます 

草木の維持管理

売却したい 

相続登記が済んでいない

 

 

 

 

空き家問題解決策の 

１つとしてご利用ください。

詳しくはこちら(石井町 HP)→

※空き家問題解決のための総合相談窓口 

アキソルに相談できる、

空き家に関する様々な悩み

中止の場合はアプリ等でお知らせします。 

 

みらいフェスタみらいフェスタ
in いしい 2026in いしい 2026

     １０：００～１４：００ 
     ※雨天決行 

場所： 石井町中央公民館

おゆずり 

します 

お仕事 

体験 

キッチン
カー

子育て
ワーク

ショップ

模擬店 

日時： ２０２6年５月24日(日) 

問総務課　 674－1111

問石井町社会福祉協議会
　石井町ボランティアセンター
　 637－4333

空き家問題

問総務課　 674－1111

■調査方法
　調査員による外観調査及び写真撮影等
　※町が委託した業者の調査員が空き家と思われる建築物の状況、
　　外観等を目視調査し、必要に応じて写真撮影を行います。

■調査期間
　令和 8年 6月 1日から令和 8年 8月31日まで（予定）
■調査対象
　石井町全域の空き家と思われる住宅、集合住宅、店舗など

■委託業者
　株式会社ゼンリン　徳島営業所

■その他
　調査員は「身分証明書」及び「タブレット」を携行します。
　調査員がみだりに敷地内に立ち入ることはありませんが、
　玄関先又は呼び鈴がある位置まで立ち入ることがあります。

　空き家の適正な維持管理や利活用に向けた各種対策を講じるために、実態調査を実施しますの
で、ご理解とご協力をお願いします。

石井町空き家等実態調査のお知らせ

広 報 い し い （ 7）第287号 令和 8年 5月15日



　注意報や警報の名称が変わり、新たに「レベル４危険警報」が創設されます。
　河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報が、避難情報の５段階の警戒レベルに対応し、避難
の判断をしやすくなります。
　危険度は色や警戒レベルでわかりやすくなっています。

河川氾濫警報等の対象河川・・・吉野川
大雨警報等の対象河川・・・飯尾川、江川、渡内川、飯尾川放水路

令和 8 年 5 月29日から

気象の警報などが変わります
注意報や警報の名称が変わり、新たに「レベル４危険警報」が創設されます。
河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報が、避難情報の５段階の警戒レ

ベルに対応し、避難の判断をしやすくなります。
危険度は色や警戒レベルでわかりやすくなっています。

令和8年5月下旬（予定）

気象の警報などが変わります

新たな防災気象情報（気象庁ホームページより）

危険度の色と警戒レベル

白
しろ

黄
き

赤
あか

紫
むらさき

黒
くろ

レベル１

早期注意情報

レベル２

注意報

レベル３

警報

レベル４

危険警報（新設）

レベル５

特別警報

災害発生

２時間～
0時間前

数時間～
３時間前

半日～
数時間前

数日～
１日前

時間推移の

イメージ

住民がとるべき行動（気象庁ホームページより）

市町村

 河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮
１級河川などの

大河川の氾濫

低地の浸水や

大河川以外の氾濫

急傾斜地のがけ崩れや

土石流

海水面の上昇や

波の打上げによる浸水

レベル５ レベル５ レベル５ レベル５

氾濫特別警報 大雨特別警報 土砂災害特別警報 高潮特別警報

レベル４ レベル４ レベル４ レベル４

氾濫危険警報 大雨危険警報 土砂災害危険警報 高潮危険警報

レベル３ レベル３ レベル３ レベル３

氾濫警報 大雨警報 土砂災害警報 高潮警報

レベル２ レベル２ レベル２ レベル２

氾濫注意報 大雨注意報 土砂災害注意報 高潮注意報

警戒
レベル

気象台

避難情報等

5 緊急安全確保
5
相
当

〈警戒レベル４までに危険な場所から　必ず避難！〉

4 避難指示
４
相
当

3 高齢者等避難
３
相
当

2
（気象台が発表す

る情報→）

1
（気象台が発表す

る情報→）
早期注意情報

河川氾濫警報等の対象河川・・・吉野川
大雨警報等の対象河川・・・飯尾川、江川、渡内川、飯尾川放水路

気象情報の４つの変更点（気象庁ホームページより）

変更点１

警報・注意報の情報名に「レベ
ル」が付記されます

●避難行動と直結するレベルがすぐ

わかり、避難の判断の目安が明確に

なります。

【変更例】

旧「大雨警報」

→新「レベル３大雨警報」
警戒レベル３（高齢者等避難）に相当

変更点２

河川の氾濫の危険度の伝え方が変
わります（特別警報の新設など）
●従来の「洪水警報」「洪水注意報」は
廃止されます。今後は河川の区分に応じ
伝え方が変わります。
【変更例】
旧「洪水警報」
→新 洪水予報河川※「レベル３氾濫警報」
→新 洪水予報河川以外の河川「レベル３大

雨警報」

●河川の氾濫に関し、「レベル５氾濫特
別警報」が新設されます。

※国土交通省または都道府県と共同で発表する
洪水予報の対象河川

変更点３

「警戒レベル４相当」の情報は
「危険警報」として発表されます

●危険な場所から避難が必要な状況

であるレベル４相当の情報が

「危険警報」として発表されます。

【変更例】

旧「土砂災害警戒情報」

→新「レベル４土砂災害危険警報」

変更点４
線状降水帯の発生などは「気象防
災速報」として発表されます
●極端な現象は新たに「気象防災速

報」として発表されます。

【変更例】
旧「顕著な大雨に関する気象情報」
→新「気象防災速報(線状降水帯発生)」

旧「記録的短時間大雨情報」
→新「気象防災速報(記録的短時間大

雨)」

警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難が発令された際には速や
かに避難行動をとってください。また、避難指示が発令されていなくても、危
険と判断したときは自らの判断で避難行動をとってください。
避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所に向かうことにこだわら

ず、川や崖から少しでも離れた、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、
自らの判断でその時点で最善の安全確保行動をとることが重要です。

警戒レベルに応じた行動（気象庁ホームページより）

避難について

家族で話し合

いましょう！

新たな防災気象情報（気象庁ホームページより）

注意報や警報の名称が変わり、新たに「レベル４危険警報」が創設されます。
河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報が、避難情報の５段階の警戒レ

ベルに対応し、避難の判断をしやすくなります。
危険度は色や警戒レベルでわかりやすくなっています。

令和8年5月下旬（予定）

気象の警報などが変わります

新たな防災気象情報（気象庁ホームページより）

危険度の色と警戒レベル
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数日～
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時間推移の

イメージ

住民がとるべき行動（気象庁ホームページより）

市町村

 河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮
１級河川などの

大河川の氾濫

低地の浸水や

大河川以外の氾濫

急傾斜地のがけ崩れや

土石流

海水面の上昇や

波の打上げによる浸水
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レベル２ レベル２ レベル２ レベル２

氾濫注意報 大雨注意報 土砂災害注意報 高潮注意報

警戒
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気象台

避難情報等

5 緊急安全確保
5
相
当

〈警戒レベル４までに危険な場所から　必ず避難！〉

4 避難指示
４
相
当

3 高齢者等避難
３
相
当

2
（気象台が発表す

る情報→）

1
（気象台が発表す

る情報→）
早期注意情報

河川氾濫警報等の対象河川・・・吉野川
大雨警報等の対象河川・・・飯尾川、江川、渡内川、飯尾川放水路

気象情報の４つの変更点（気象庁ホームページより）

変更点１

警報・注意報の情報名に「レベ
ル」が付記されます

●避難行動と直結するレベルがすぐ

わかり、避難の判断の目安が明確に

なります。

【変更例】

旧「大雨警報」

→新「レベル３大雨警報」
警戒レベル３（高齢者等避難）に相当

変更点２

河川の氾濫の危険度の伝え方が変
わります（特別警報の新設など）
●従来の「洪水警報」「洪水注意報」は
廃止されます。今後は河川の区分に応じ
伝え方が変わります。
【変更例】
旧「洪水警報」
→新 洪水予報河川※「レベル３氾濫警報」
→新 洪水予報河川以外の河川「レベル３大

雨警報」

●河川の氾濫に関し、「レベル５氾濫特
別警報」が新設されます。

※国土交通省または都道府県と共同で発表する
洪水予報の対象河川

変更点３

「警戒レベル４相当」の情報は
「危険警報」として発表されます

●危険な場所から避難が必要な状況

であるレベル４相当の情報が

「危険警報」として発表されます。

【変更例】

旧「土砂災害警戒情報」

→新「レベル４土砂災害危険警報」

変更点４
線状降水帯の発生などは「気象防
災速報」として発表されます
●極端な現象は新たに「気象防災速
報」として発表されます。

【変更例】
旧「顕著な大雨に関する気象情報」
→新「気象防災速報(線状降水帯発生)」

旧「記録的短時間大雨情報」
→新「気象防災速報(記録的短時間大

雨)」

警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難が発令された際には速や
かに避難行動をとってください。また、避難指示が発令されていなくても、危
険と判断したときは自らの判断で避難行動をとってください。
避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所に向かうことにこだわら

ず、川や崖から少しでも離れた、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、
自らの判断でその時点で最善の安全確保行動をとることが重要です。

警戒レベルに応じた行動（気象庁ホームページより）

避難について

家族で話し合

いましょう！
レベル１
災害への心構えを高める

レベル２
ハザードマップ等により、避難場所や避
難ルート、避難のタイミングなどを確認

レベル３
「高齢者等避難」の発令に留意
避難に時間を要する人は早めに避難、避
難の準備など

レベル４
「避難指示」の発令に留意
危険な場所から全員避難

レベル５
何らかの災害がすでに発生している可能
性が極めて高い状況
命の危険があり、直ちに安全確保

広 報 い し い（ 8）令和 8年 5月15日 第287号



注意報や警報の名称が変わり、新たに「レベル４危険警報」が創設されます。
河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報が、避難情報の５段階の警戒レ

ベルに対応し、避難の判断をしやすくなります。
危険度は色や警戒レベルでわかりやすくなっています。

令和8年5月下旬（予定）

気象の警報などが変わります

新たな防災気象情報（気象庁ホームページより）
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時間推移の

イメージ

住民がとるべき行動（気象庁ホームページより）

市町村

 河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮
１級河川などの

大河川の氾濫

低地の浸水や

大河川以外の氾濫

急傾斜地のがけ崩れや
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〈警戒レベル４までに危険な場所から　必ず避難！〉
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当
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当

2
（気象台が発表す

る情報→）

1
（気象台が発表す

る情報→）
早期注意情報

河川氾濫警報等の対象河川・・・吉野川
大雨警報等の対象河川・・・飯尾川、江川、渡内川、飯尾川放水路

気象情報の４つの変更点（気象庁ホームページより）

変更点１

警報・注意報の情報名に「レベ
ル」が付記されます

●避難行動と直結するレベルがすぐ

わかり、避難の判断の目安が明確に

なります。

【変更例】

旧「大雨警報」

→新「レベル３大雨警報」
警戒レベル３（高齢者等避難）に相当

変更点２

河川の氾濫の危険度の伝え方が変
わります（特別警報の新設など）
●従来の「洪水警報」「洪水注意報」は
廃止されます。今後は河川の区分に応じ
伝え方が変わります。
【変更例】
旧「洪水警報」
→新 洪水予報河川※「レベル３氾濫警報」
→新 洪水予報河川以外の河川「レベル３大

雨警報」

●河川の氾濫に関し、「レベル５氾濫特
別警報」が新設されます。

※国土交通省または都道府県と共同で発表する
洪水予報の対象河川

変更点３

「警戒レベル４相当」の情報は
「危険警報」として発表されます

●危険な場所から避難が必要な状況

であるレベル４相当の情報が

「危険警報」として発表されます。

【変更例】

旧「土砂災害警戒情報」

→新「レベル４土砂災害危険警報」

変更点４
線状降水帯の発生などは「気象防
災速報」として発表されます
●極端な現象は新たに「気象防災速
報」として発表されます。

【変更例】
旧「顕著な大雨に関する気象情報」
→新「気象防災速報(線状降水帯発生)」

旧「記録的短時間大雨情報」
→新「気象防災速報(記録的短時間大

雨)」

警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難が発令された際には速や
かに避難行動をとってください。また、避難指示が発令されていなくても、危
険と判断したときは自らの判断で避難行動をとってください。
避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所に向かうことにこだわら

ず、川や崖から少しでも離れた、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、
自らの判断でその時点で最善の安全確保行動をとることが重要です。

警戒レベルに応じた行動（気象庁ホームページより）

避難について

家族で話し合

いましょう！

注意報や警報の名称が変わり、新たに「レベル４危険警報」が創設されます。
河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報が、避難情報の５段階の警戒レ

ベルに対応し、避難の判断をしやすくなります。
危険度は色や警戒レベルでわかりやすくなっています。

令和8年5月下旬（予定）

気象の警報などが変わります

新たな防災気象情報（気象庁ホームページより）
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住民がとるべき行動（気象庁ホームページより）

市町村

 河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮
１級河川などの

大河川の氾濫

低地の浸水や

大河川以外の氾濫

急傾斜地のがけ崩れや

土石流

海水面の上昇や

波の打上げによる浸水

レベル５ レベル５ レベル５ レベル５

氾濫特別警報 大雨特別警報 土砂災害特別警報 高潮特別警報
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氾濫警報 大雨警報 土砂災害警報 高潮警報

レベル２ レベル２ レベル２ レベル２

氾濫注意報 大雨注意報 土砂災害注意報 高潮注意報
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気象台

避難情報等

5 緊急安全確保
5
相
当

〈警戒レベル４までに危険な場所から　必ず避難！〉

4 避難指示
４
相
当

3 高齢者等避難
３
相
当

2
（気象台が発表す

る情報→）

1
（気象台が発表す

る情報→）
早期注意情報

河川氾濫警報等の対象河川・・・吉野川
大雨警報等の対象河川・・・飯尾川、江川、渡内川、飯尾川放水路

気象情報の４つの変更点（気象庁ホームページより）

変更点１

警報・注意報の情報名に「レベ
ル」が付記されます

●避難行動と直結するレベルがすぐ

わかり、避難の判断の目安が明確に

なります。

【変更例】

旧「大雨警報」

→新「レベル３大雨警報」
警戒レベル３（高齢者等避難）に相当

変更点２

河川の氾濫の危険度の伝え方が変
わります（特別警報の新設など）
●従来の「洪水警報」「洪水注意報」は
廃止されます。今後は河川の区分に応じ
伝え方が変わります。
【変更例】
旧「洪水警報」
→新 洪水予報河川※「レベル３氾濫警報」
→新 洪水予報河川以外の河川「レベル３大

雨警報」

●河川の氾濫に関し、「レベル５氾濫特
別警報」が新設されます。

※国土交通省または都道府県と共同で発表する
洪水予報の対象河川

変更点３

「警戒レベル４相当」の情報は
「危険警報」として発表されます

●危険な場所から避難が必要な状況

であるレベル４相当の情報が

「危険警報」として発表されます。

【変更例】

旧「土砂災害警戒情報」

→新「レベル４土砂災害危険警報」

変更点４
線状降水帯の発生などは「気象防
災速報」として発表されます
●極端な現象は新たに「気象防災速

報」として発表されます。

【変更例】
旧「顕著な大雨に関する気象情報」
→新「気象防災速報(線状降水帯発生)」

旧「記録的短時間大雨情報」
→新「気象防災速報(記録的短時間大

雨)」

警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難が発令された際には速や
かに避難行動をとってください。また、避難指示が発令されていなくても、危
険と判断したときは自らの判断で避難行動をとってください。
避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所に向かうことにこだわら

ず、川や崖から少しでも離れた、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、
自らの判断でその時点で最善の安全確保行動をとることが重要です。

警戒レベルに応じた行動（気象庁ホームページより）

避難について

家族で話し合

いましょう！

　警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとって
ください。また、避難指示が発令されていなくても、危険と判断したときは自らの判断で避難行動をとっ
てください。
　避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所に向かうことにこだわらず、川や崖から少しで
も離れた、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、自らの判断でその時点で最善の安全確保行動
をとることが重要です。

警戒レベルに応じた行動（気象庁ホームページより）

気象情報の４つの変更点（気象庁ホームページより）

問危機管理課　 674－1171

変更点１

変更点３

●�避難行動と直結するレベルがすぐわかり、
避難の判断の目安が明確になります。

【変更例】
　旧「大雨警報」
　→新「レベル３大雨警報」
　　　警戒レベル３（高齢者等避難）に相当

●�危険な場所から避難が必要な状況である
レベル４相当の情報が「危険警報」とし
て発表されます。

【変更例】
　旧「土砂災害警戒情報」
　→新「レベル４土砂災害危険警報」

警報・注意報の情報名に「レベル」が
付記されます

「警戒レベル４相当」の情報は
「危険警報」として発表されます

変更点２

変更点４

●�従来の「洪水警報」「洪水注意報」は廃止
されます。今後は河川の区分に応じ伝え
方が変わります。

【変更例】　旧「洪水警報」　
　→新　洪水予報河川※「レベル３氾濫警報」
　→新　洪水予報河川以外の河川
　　　　「レベル３大雨警報」
●�河川の氾濫に関し、「レベル５氾濫特別警
報」が新設されます。

※�国土交通省または都道府県と共同で発表する洪水予
報の対象河川

●�極端な現象は新たに「気象防災速報」と
して発表します。

【変更例】
　旧「顕著な大雨に関する気象情報」
　→新「気象防災速報（線状降水帯発生）」

　旧「記録的短時間大雨情報」
　→新「気象防災速報（記録的短時間大雨）」

河川の氾濫の危険度の伝え方が変わり
ます（特別警報の新設など）

線状降水帯の発生などは
「気象防災速報」として発表します

注意報や警報の名称が変わり、新たに「レベル４危険警報」が創設されます。
河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報が、避難情報の５段階の警戒レ

ベルに対応し、避難の判断をしやすくなります。
危険度は色や警戒レベルでわかりやすくなっています。

令和8年5月下旬（予定）

気象の警報などが変わります

新たな防災気象情報（気象庁ホームページより）
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住民がとるべき行動（気象庁ホームページより）

市町村

 河川氾濫 大雨 土砂災害 高潮
１級河川などの

大河川の氾濫

低地の浸水や

大河川以外の氾濫

急傾斜地のがけ崩れや

土石流

海水面の上昇や

波の打上げによる浸水
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避難情報等

5 緊急安全確保
5
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〈警戒レベル４までに危険な場所から　必ず避難！〉

4 避難指示
４
相
当

3 高齢者等避難
３
相
当

2
（気象台が発表す

る情報→）

1
（気象台が発表す

る情報→）
早期注意情報

河川氾濫警報等の対象河川・・・吉野川
大雨警報等の対象河川・・・飯尾川、江川、渡内川、飯尾川放水路

気象情報の４つの変更点（気象庁ホームページより）

変更点１

警報・注意報の情報名に「レベ
ル」が付記されます

●避難行動と直結するレベルがすぐ

わかり、避難の判断の目安が明確に

なります。

【変更例】

旧「大雨警報」

→新「レベル３大雨警報」
警戒レベル３（高齢者等避難）に相当

変更点２

河川の氾濫の危険度の伝え方が変
わります（特別警報の新設など）
●従来の「洪水警報」「洪水注意報」は
廃止されます。今後は河川の区分に応じ
伝え方が変わります。
【変更例】
旧「洪水警報」
→新 洪水予報河川※「レベル３氾濫警報」
→新 洪水予報河川以外の河川「レベル３大

雨警報」

●河川の氾濫に関し、「レベル５氾濫特
別警報」が新設されます。

※国土交通省または都道府県と共同で発表する
洪水予報の対象河川

変更点３

「警戒レベル４相当」の情報は
「危険警報」として発表されます

●危険な場所から避難が必要な状況

であるレベル４相当の情報が

「危険警報」として発表されます。

【変更例】

旧「土砂災害警戒情報」

→新「レベル４土砂災害危険警報」

変更点４
線状降水帯の発生などは「気象防
災速報」として発表されます
●極端な現象は新たに「気象防災速
報」として発表されます。

【変更例】
旧「顕著な大雨に関する気象情報」
→新「気象防災速報(線状降水帯発生)」

旧「記録的短時間大雨情報」
→新「気象防災速報(記録的短時間大

雨)」

警戒レベル４避難指示や警戒レベル３高齢者等避難が発令された際には速や
かに避難行動をとってください。また、避難指示が発令されていなくても、危
険と判断したときは自らの判断で避難行動をとってください。
避難にあたっては、あらかじめ指定された避難場所に向かうことにこだわら

ず、川や崖から少しでも離れた、近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど、
自らの判断でその時点で最善の安全確保行動をとることが重要です。

警戒レベルに応じた行動（気象庁ホームページより）

避難について

家族で話し合

いましょう！

広 報 い し い （ 9）第287号 令和 8年 5月15日



空き家 住まいのと空き家 住まいのと

き家リフォーム助成事業補助金制度 空  

町内の施工業者を利用した空き家のリフォーム工事に補助金を交付します。（未着工のものに限る） 

補助対象住宅  町内に存在する戸建ての住宅または併用住宅で、居住しなくなった日から６か月以上経過した中古住宅 

補助金額  補助対象工事費（税抜）の50％で、最高50万円 

申込資格  工事（事業）完了後、５年間以上空き家に居住し、適正に管理することを誓約できる方／ 
空き家を現に取得または借用している方／対象者及び世帯員に住民税等の滞納がない方 

申込方法  事前に担当者にご連絡いただき、建設課窓口にて事前申込書に①住所、②氏名（ふりがな）、 
③電話番号、④補助対象物件の所在地、⑤補助対象予定工事費、 
⑥補助対象工事を行う町内業者名（住所）（電話番号）、⑦施工予定の詳細な内容、 
⑧売買契約及び賃貸借契約、使用貸借契約の日付を記入いただきます。 

申 込 先  石井町 建設課 

申込期間   令和８年度内（先着順のため、予算の範囲内を定員とする） 

町内の施工業者を利用した個人住宅のリフォーム工事に補助金を交付します。（未着工のものに限る） 

補助対象 ①施工業者が町内のものであり、工事費（税抜）20万円以上のもの（未着工のものに限る） 
       ②新たに多世帯同居を開始する者 

補助金額 （1）対象①のみ満たす者     補助対象工事費（税抜）の20％で、最高20万円 
       （2）対象①及び②を満たす者  補助対象工事費（税抜）の30％で、最高30万円 

申込資格  石井町に住民登録している人で、引き続き１年以上居住している方／対象者及び世帯員に 
       住民税等の滞納がない方／以前に類似の補助金制度を利用したことのない方及び建物 

申込方法  事前申込書（石井町ホームページ掲載、建設課窓口配付）に必要事項を記入の上、 
建設課へ持参又は郵送にて提出してください。 

申 込 先  〒779－3295 石井町高川原字高川原121番地１ 石井町 建設課 

募集期間  令和８年５月26日（火）まで ※当日消印有効 

◎申請は同一住宅及び同一補助対象者について１回とします。 
※共有名義の住宅については共有者のうち１人に限り行うものとします。 
申込者多数の場合は、抽選会を開催する予定です。 

まいのリフォーム応援事業補助金制度 住 

※住まいのリフォーム応援事業補助金制度は
　国の「物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

問詳しくは石井町ホームページまたは建設課へ
　お問い合わせください。　 674－1117

広 報 い し い（10）令和 8年 5月15日 第287号



木造住宅耐震化に関する木造住宅耐震化に関する
補助制度をご利用ください！補助制度をご利用ください！

○対　　象：次の要件をすべて満たす住宅
　①平成12年 5月31日以前に着工された住宅
　　（併用・共同住宅、長屋、借家、空き家を含む）
　②�在来軸組工法、伝統工法や枠組壁工法により
建築された地上 3階建て以下の住宅

○診断費用：個人負担金　無料
○募集戸数：40戸（先着順）
○受付期間：6月1日から12月28日まで

○対　　象：次の要件をすべて満たす工事
　①平成12年 5月31日以前に着工された住宅
　②�【耐震診断支援事業】の評点が 1.0 未満と判
定された住宅を評点 1.0 以上「一応倒壊しな
い」に改修する工事

　③高さ1.5 ｍ以上の家具の固定
　④県登録の施工者等が施工すること
　⑤のぼり旗設置や見学会等へ協力すること

○補助金額：�上限200万円（改修工事費の 4/5
以下＋10万円（感震ブレーカー設
置費））

○募集戸数：20戸（先着順）
○受付期間：６月１日から12月28日まで

○対　　象：�次の要件すべてを満たす耐震シェル
ターまたは耐震ベッドを設置する工
事

　①�【耐震診断支援事業】の評点が 1.0「倒壊す
る可能性がある」未満と判定された住宅

　②高さ1.5 ｍ以上の家具の固定
　③県登録の施工者等が施工すること
　④啓発モニターとして協力すること

○補助金額：�耐震シェルター上限80万円
　　　　　　耐震ベッド上限40万円
　　　　　　（改修工事費の 4/5 以下）
○募集戸数：２戸（先着順）
○受付期間：６月１日から11月30日まで

○対　　象：次の要件すべてを満たす除却工事
　①昭和56年 5月31日以前に着工
　②�【耐震診断支援事業】の評点が 0.7 未満と判
定された住宅

　③�建設業許可または解体業登録がある解体業者
が施工すること

　④現在居住している住宅（空き家不可）

○補助金額　上限30万円（改修工事費の2/5以下）
○募集戸数　４戸（先着順）
○受付期間　６月１日から12月28日まで

◎�先着順により今年度実施予定数が埋まり次第終了となりますが、キャンセル待ちや翌年度以
降実施に向けての相談が可能です。
◎受付時間は、午前 8時30分から午後 5時15分までです。（土・日・祝日を除く）
◎詳しい内容については、ホームページ参照または危機管理課までお問い合わせください。

  ◆ 木造住宅の耐震診断支援事業 �

  ◆ 木造住宅の耐震改修支援事業 �

  ◆ 木造住宅の耐震シェルター設置支援事業 �

  ◆ 木造住宅の住替え支援事業 �

問危機管理課　 674－1171
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令和 8 年度令和 8 年度
後期高齢者健康診査のお知らせ後期高齢者健康診査のお知らせ

　後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の
早期発見や重症化の予防のため、健康診査を実施します。
　「健康診査受診券」が届いた方は、必ず受診しましょう。

１　申込みしなくても受診券が届く方

２　申込みにより受診券が届く方

　①　令和７年10月１日から令和８年９月30日までの新規加入者（75歳になった方など）

　①　上記①～④以外の方（※生活習慣病と診断されている方など）で受診を希望する方
　②　要介護３以上の方

　②　昭和22年４月生まれの方から昭和25年９月生まれの方
　③　令和７年度に後期高齢者健康診査受診券で健診を受診された方

　④　生活習慣病と診断されていない方

※�令和８年10月１日以降に後期高齢者医療制度に加入予定の方は、加入前の健康保険の特定健
診を受診してください（市町村国保の場合は、受診券の有効期限を確認して期限内に受診し
てください）。

　　【申込期間】　６月８日から12月４日まで
　　【申　込　先】　石井町長寿社会課窓口に備付けの健康診査申込書でお申し込みください。

※広域連合が受診を確認できた方に限ります。

※�生活習慣病とは、生活習慣が発症原因に深く関わっていると考えられる病気で、糖尿病、高
血圧性疾患、脂質異常症、虚血性心疾患、その他心疾患、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞、
脳動脈硬化、その他脳血管疾患、動脈硬化等があります。

※�長期入院、施設入所等の方及び令和８年10月以降に後期高齢者医療制度に加入の方は
対象外です。

無料

「健康診査受診券」を受け取られたときから令和８年12月末まで

受診する医療機関
に事前予約が必要

身体計測、血圧測定、血液検査（貧血検査含む）、
尿検査、心電図検査、眼底検査
※�眼底検査は、医師の判断により検査が
必要な方のみ実施します。
※�がん検診は、石井町健康増進課（ 674－
0001）へお問い合わせください。

健康診査受診券・後期高齢者
の質問票（受診券に同封）・資
格確認書またはマイナ保険証等

７月上旬から12月11日まで
（加入時期や申込時期に応じて送付）

受 診 費 用

受 診 期 間

予 　 約

健 診 項 目 持 参 す る も の

対 象 者

受 診 券 送 付 時 期

後期高齢者医療制度健康診査に関するお問い合わせ先
　⃝徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課
　　　徳島市川内町平石若松78番地１
　　　 088－677－3666
　⃝石井町　長寿社会課
　　　 088－674－6111
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検診種別 大腸がん（便潜血検査）
前立腺がん（血液PSA検査）

肝炎ウイルス
（血液検査）

歯周疾患検診
（問診・口腔内検査）

対 象 者 40歳以上 40歳・41歳以上の未受診者 20･30･40･50･60･70歳

自 己 負 担 金 無料

期 間 令和８年７月１日（水）～令和８年12月28日（月）

委託医療機関
町内委託医療機関 町内委託（歯科）医療機関

健康診査受診券に記載しています

注 意 事 項 医療機関に健康診査受診券を持参してください

７月～開始

健康
メモ

令和８年度
がん等検診（個別検診）について

令和８年度
がん等検診（個別検診）について

令和８年度
がん等検診（個別検診）について
　医療機関で受診できる検診（個別検診）は以下のとおりです。
　ご自身が受診できる検診・受診方法等詳細は、
４月上旬にお送りしている「令和８年度健康診査
受診券（がん検診等のご案内）」をご確認ください。

検診種別 胃がん
（胃内視鏡検査）

乳がん
（乳房エックス線検査他）

子宮がん
（子宮頸部細胞診検査）

対 象 者 50歳以上　２年毎 40歳以上　２年毎 20歳以上および妊婦
２年毎（妊婦を除く）

自 己 負 担 金 4,100円
（50･60･70 歳は、無料） 無料 無料

期 間 令和８年５月１日（金）～
令和９年１月31日（日）

令和８年４月１日（水）～
令和９年３月31日（水）

令和８年４月１日（水）～
令和９年３月31日（水）

委託医療機関

町内・町外 町内　　　　　町外 町内・町外

注 意 事 項
・専用の受診票が必要＊
・�医療機関への事前予約が
必要

・町内で受ける場合：医療機関に健康診査受診券を持参
・町外で受ける場合：町外用受診票が必要＊
・医療機関への事前予約が必要

＊受診希望の方は健康診査受診券を持参し、健康増進課（保健センター）へ取りにお越しください。

問健康増進課（保健センター）　  674－0001

現在
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申請書や補助金交付請求書は福祉生活課で配布するほか、町ホームページからもダウンロードできます。 
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▼手術・申請から補助金交付までの流れ▼ 

❷飼い主のいない猫を捕獲し、 

手術実施期間内に徳島県内の 

動物病院で手術を受けさせる 

❸町へ補助金交付申請書・

請求書等を提出 

（持参または郵送） 

❹
補
助
金
交
付
決
定
・
交
付 

※
３

～

４
週
間
程
度
か
か
り
ま
す

。

 

事前に手術実施動物病院に飼い

主のいない猫（野良猫）への手

術が可能か確認してください。 

また、手術の際は必ず「耳のＶ

カット等」（雄は右、雌は左）を

してもらってください。 

Ｖカット等がない場合、補助金

を交付することができません。 

補助金申請期間内に、以下の書

類を福祉生活課（〒779-3295  

石井町高川原字高川原 121-1）へ 

提出してください。 

▶申請書 ▶請求書 ▶領収書 

▶請求書内訳書の写し 

▶耳のＶカット等を処置した前と

後が分かるカラー写真 

❶石井町役場

へ事前確認を

行う 

必ず事前に石井町役

場に補助枠の空きの

確認をしてから捕獲

を行ってください。 

※補助頭数上限に達

した場合は、補助が

受けられません。 

問福祉生活課　 674－1116

飼い主のいない 猫猫（野良猫）の不妊・去勢手術費を補助します
　町では、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、町民の良好な生活環境の確保を図るため、飼い主のい
ない猫の不妊・去勢手術費用の一部を補助します。望まれない繁殖を防ぐことが、良好な生活環境の
保持に繋がるため、ぜひ補助制度をご利用ください。

6月1日（月）から11月30日（月）までに、
町内に生息する飼い主のいない猫に不
妊・去勢手術を受けさせた町民の方
※期間外の手術は補助対象外

6月 1日（月）
　　～11月30日（月）必着
※補助頭数が上限に達した時点で
　受け付けを終了します。

飼い主のいない猫（野良猫）へのTNR+M活動にご理解・ご協力をお願いします！
　地域のみなさんで協力して野良猫を捕獲し、不妊去勢手術を受けた後、
元の生息地に戻すTNR活動（Trap・Neuter・Return）の取り組みを推
奨しています。一代限りの命を全うさせることで、飼い主のいない猫は徐々
に減っていくことになります。
　また、手術を受けた後の猫は、地域の皆さんに見守られながら生活する
ことになりますが、餌やりやふん尿による環境衛生の苦情が町に寄せられることがあります。TNRを実施
した後に、適切な餌やり、トイレ（砂場）の設置、後片付け等の管理（Management）を加えることで、
より周辺の環境が保たれ、人と猫が地域で共生していくことができます。活動に対するご理解、ご協力を
お願いします。

◎飼い犬・飼い猫の避妊・去勢手術の費用助成については、秋頃（10月以降）に実施します。

　申請書や補助金交付請求書は福祉生活課で配布するほか、町ホームページからもダウンロードできます。

対象対象
１頭につき
上限１万円

30頭
（先着順）

補助補助
金額金額

補助補助
頭数頭数

申請申請
期間期間
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問環境保全課（清掃センター内）　 674－6842

令和８年度石井町環境美化
ボランティア活動にご協力を！

実施日時　　　令和８年５月24日（日）午前９時から午前10時まで
実施場所　　　石井町内全域（地域の道路・公園・広場など公共の場所）
ごみ回収場所　各公民館分館
ごみ回収時間　実施日の午前９時から午前10時30分まで
※中止時は当日７時までに、いしいアプリ＆町ホームページ＆石井CATVで告知
　延期は行いません

　令和７年度の清掃センターの排出ガス等のダイオキシン類濃度の測定結
果（下表）は、法定基準値内であったため、町民の皆様の生活に影響を及
ぼすことはありません。今後も徹底したダイオキシン対策に努め、適正な
焼却処理を実施し、法定基準値内での焼却施設の運転管理に取り組みます。

※ 1　�1ng（ナノグラム）＝ 10億分の 1グラム、TEQとは、異性体によって異なるダイオキシン類の毒性
等量を評価するために最も毒性の強いダイオキシンに換算したことを表す表示

※ 2　�飛灰の基準値については、薬剤処理を行い、セメントで固形化して最終処分場に埋め立てているため、
適用外

測定対象（単位）※ 1 基準値 令和 7年度 令和 6年度

排出ガス（ng-TEQ/㎥ N） 10 1.5 2.7

焼却灰　　（ng-TEQ/g） 3 0.0021 0.000023

飛灰　　　（ng-TEQ/g）※ 2 － 0.31 0.17

ダイオキシン類
濃度測定結果

補 助 金 を 募 集 し て い ま す ！
　「既設の単独処理浄化槽や汲み取り槽を合併処理浄化槽に転換（変更）する場合の費用の一部（①）」と「電
気式生ごみ処理機・コンポスターの購入費（②）」を補助しています。
　工事に取りかかった後や購入した後からの申請は補助金を交付できませんので、必ず事前に環境保全
課に『補助金交付申請書』を提出してください。

①　浄化槽設置整備事業補助金（上限）
　転 換 補 助：５人槽：36万円　７人槽：46万２千円　10人槽：58万５千円
　撤去費補助：単独処理浄化槽：15万円追加　汲み取り槽：12万円追加
　宅内配管補助：33万円追加（建て替えの場合を除く）

②　電気式生ごみ処理機・コンポスターの購入費補助金
　補助対象者：町内に住所を有し、かつ、居住している者
　補助対象機種：電気式生ごみ処理機かコンポスターで、町内の取扱店で購入するもの
　補 助 金 額：購入金額の２分の１（限度額３万円）

環 境 保 全 課 か ら の お 知 ら せ
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「令和８年経済センサス-活動調査」
にご協力ください

【基準日】 令和８年６月１日 （５年ごとに実施）

【調査項目】
従業者数、事業の内容、売上金額、費用項目、
事業別売上金額、本所・支所の別など

全国すべての
事業所・企業が
対象です

（※１）４月にインターネット回答を行っていない事業所と新規事業所

【５月中旬・・・調査員が対象事業所※１を訪問します】

【６月８日までに】
①または②の方法で
ご回答ください①インターネット回答

②紙調査票で回答
（郵送提出★６／８までに役場に届くよう投函） 問総務課　 674－1111

問総務課　 674－1111

【給付金の支給額】
　１人あたり５千円（75歳以上の方はさらに５千円を加算）
　入金は、支給対象となる世帯の世帯主に行います。

【給付対象者】
　令和８年４月１日（基準日）時点で石井町に住民登録がある方
　（75歳以上の方の加算は、基準日時点で75歳以上である方）

【支給方法】
　プッシュ型方式で、①・②の順位で自動的にお振り込みしますので、原則、手続きは不要です。
対象者には「支給決定通知書」をお送りします。
　①世帯主名義の公金受取口座の登録がある世帯
　②過去の給付金事業等で世帯主名義の口座情報を町が保有している世帯
　ただし、①・②に該当しない世帯主については、「確認書」を郵送しますので、必要事項を記入し、
同封の返信用封筒で返信してください。

　※　関係書類は、６月上旬頃に発送する予定です。
　※　支給時期は、７月上旬から順次振り込み予定です。
　※�　詳細な手続き方法、給付スケジュールなどが決まりましたら、石井町ホームページ等で
　　お知らせいたします。

令和８年度　生活応援給付金
（１人あたり５千円／75歳以上の方はさらに５千円を加算）について

エネルギー・食料品等の物価高騰による生活者の負担を軽減するため、
全ての町民に対し給付金を支給します。

石井町
ホームページ

給付金関係
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問いしいスポーツクラブ　 674－3081

⃝申　込　み⃝　事前予約優先（７月10日（金）午後３時まで）
　　　　　　　電話、FAX、右記の二次元バーコードよりお申し込みください。
⃝お問合せ⃝　徳島県労働委員会事務局
　　　　　　　（月～金午前８時30分から午後０時、午後１時から午後５時15分（祝日､年末年始除く））　　
　　　　　　　 088－621－3234　ファクシミリ 088－621－2889

講師：日本スポーツ協会公認
　　　　アスレティックトレーナー
　　　理学療法士　濱田　健太
内容：�テーピングの役割、種類、使

用上の注意点、サポーターと
の違い、捻挫や突き指などの
痛みに対応する簡単な巻き方
（実技）

ケガの予防からパフォーマンス向上まで。
現場で使える “生きた技術 ” を直接指導します。

こんな方におすすめ…
　部活動に励む学生・アスリート
　選手のサポートをしたい保護者の方
　指導の幅を広げたいスポーツ指導者・教員
　スポーツ現場のトレーナーを目指す学生

受講料無料　
申し込み：５月25日～６月25日まで
　　　　　（定員50名）
※定員に達し次第締め切り

令和８年度とくしまスポーツ活性計画助成事業

徳島県内の高齢者・障がい者福祉施設（計約40施設）が参加し、福祉のお仕事の魅力を発信します。 
福祉・介護関係の資格がある方もない方も大歓迎！
詳細はアイネットHPをご覧ください。参加無料・申込不要です。

福祉就職転職ガイダンス2026を開催します

「駅前労働相談会」を開催します
パワハラや解雇、賃金未払、配転拒否などの労使間トラブ
ルについて、徳島県労働委員会委員が解決のためのアドバ
イスをします。※相談料は無料です

▼お申込みフォーム

後援　石井町・石井町教育委員会

石井町中央公民館（石井町石井字石井480－1）
13：30～15：30

６月28日（日）

明日から使える！アスレティックトレーナーによる明日から使える！アスレティックトレーナーによる

実践テーピング
教室

▼ホームページ

問徳島県社会福祉協議会 徳島県福祉人材センター アイネット 
　（徳島市中昭和町１－２ 徳島県立総合福祉センター３Ｆ）
　 088－625－2040

日時： 6月13日（土）　午後１時～午後３時30分 
場所： アスティとくしま 
　　　（徳島市山城町東浜傍示１番地１）

日時： 7月12日（日）　午後１時～午後４時30分 
場所： シビックセンター （アミコビル４階） ▼申込みはこちら

（受付は午後０時45分から午後４時まで）
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図書室だより広報いしい版＆移動図書館車巡回案内図書室だより広報いしい版＆移動図書館車巡回案内

問石井町中央公民館図書室（直通）　 088－678－5822

2026年
5月 移動図書館車巡回日程

21日 木
10：00～11：00 四銀いしいドーム１

14：00～15：00 あべ歯科医院駐車場（竜王）

22日 金
10：00～11：00 尼寺分校

14：00～15：00 藍畑分館

25日 月
10：00～11：00 百姓一

14：00～15：00 ファミリーマート石井町石井店

27日 水
10：00～11：00 四銀いしいドーム２

14：00～15：00 高川原簡易郵便局

28日 木
10：00～11：00 高原小学校西駐車場

14：00～15：00 浦庄分館

29日 金
10：00～11：00 フジグラン石井（午前）

14：00～15：00 石井町役場（午後）

2026年
6月 移動図書館車巡回日程

10日 水
10：00～11：00 曽我団地集会所（午前）

14：00～15：00 石井養鶏農業協同組合

11日 木
10：00～11：00 四銀いしいドーム１

14：00～15：00 あべ歯科医院駐車場（竜王）

12日 金
10：00～11：00 石井町役場（午前）

14：00～15：00 阿波食ミュージアム

15日 月
10：00～11：00 百姓一

14：00～15：00 ファミリーマート石井町石井店

 

読書通帳をつくりませんか？ 読書通帳ってなんだろう？  
読書通帳とは、ご自身が借りている本のタイトルや作者を銀行の通帳のように記帳して、 

読書の思い出を記録できる読書応援グッズです♪満期更新でふじっこちゃんグッズが 

もらえます！（図書室の貸出カードをお持ちの方なら、どなたでもお作りいただけます。） 

移 動 図 書 館 車 ふ じ っ こ ２ 号 巡 回 ス ケ ジ ュ ー ル  
悪天候等のため、急遽巡回中止や休室することがあります。 最新情報はホームページ等をご確認ください。

【 中 央 公 民 館 図 書 室  臨 時 休 室 の お 知 ら せ 】 
 
中央公民館図書室 蔵書管理用パソコンの修繕及び OS アップデート作業のため、 
 
次の期間中 中央公民館図書室・移動図書館車は 臨時休室 とさせていただきます。 
 
期 間 ： 令 和 ７ 年 ６ 月 ５ 日 （ 木 ） ～ 令 和 ７ 年 ６ 月 ６ 日 （ 金 ） 
 
利用者の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 

貸出カード（無料）
の作成時に同時に 
申請もできます！ 

 
おすすめの近刊情報   

『子育てあるある美術館』 著：ズボラかーちゃん 
請求記号：599.04/ｽﾎ/  場所: ⑧－３一般書３ 

 
『謎の香りはパン屋から』 著：土屋 うさぎ 

請求記号：/F/ﾂﾁ/  場所：⑨－３小説３ 
 

『月のサバイバル』 著: 洪 在徹 
請求記号：K/446/ﾎﾝ/  場所：㉑児童一般書 
 

『カミオカンデの神さま』 著：松田 悠八 
請求記号：K/913.6/ﾏﾂ/  場所：⑳上段 YA 小説 

 
『藤井聡太ものがたり』 著：山本 省三 

請求記号：/E/ﾔﾏ/  場所：⑮－３絵本３ 

料金区分 
初版 

（1 冊目） 

満期更新 

（２冊目以降） 

再発行 

（紛失・汚損） 

中学生以下 無料 無料/記念品有 ２００円 

高校生以上 ２００円 無料/記念品有 ２００円 

◆申請方法・利用方法は図書室職員までお問い合わせください。 

利用案内 巡回カレンダー 図書室だより 

   

2026年 本屋大賞ノミネート作品  

＊ 所蔵状況は令和 8 年 4 月時点の状況です。 

＊ 貸出中の場合は是非オンライン・窓口で 

 ご予約ください♪ 

＊ 予約多数の場合、提供までお時間を頂く 

可能性があります。予めご了承ください。 

タ イ ト ル 著 者 所蔵状況 

暁星 湊 かなえ 有 

ありか 瀬尾 まいこ 有 

イン・ザ・ 

メガチャーチ 
朝井 リョウ 有 

失われた貌 櫻田 智也 有 

エピクロスの 

処方箋 
夏川 草介 有 

殺し屋の営業術 野宮 有 有 

さよなら 

ジャバウォック 
伊坂 幸太郎 有 

熟柿 佐藤 正午 有 

探偵小石は 

恋しない 
森 バジル なし 

PRIZE-プライズ- 村山 由佳 有 

予約連絡送信用メールアドレスの変更について

　令和８年２月１３日から、 図書室から送信される予約連絡の
送信用メールアドレスが変更されています。

※�ドメイン指定受信を設定中の方は、 上記メールアドレスの受
信設定をお願いします。

※�上記メールアドレスは予約連絡の送信専用アドレスです。
　�上記メールアドレスに返信いただいても、 図書室では内容の
確認 ・返答ができません。

　�（お問い合わせは下記電話番号までお電話でお願いします）

　石井町中央公民館図書室 オンライン予約サービスについて
詳しくはこちらのWEBページをご確認ください
　　　　　 　 ⬇

⚠ 当サービスをご利用の際は、 送
信エラー等による連絡漏れ防止のた
め、 「中央公民館図書検索」 内利用
者メニューの 『予約状況参照』 も併
せて適宜ご確認ください。

新アドレス ishii-library@apsel.jp

図書室・移動図書館車には
絵本・小説・実用書など
いろいろな本があるよ！
お気に入りの一冊を
ぜひ見つけてね♪
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まちのうごき
令和8年3月１５日～令和8年4月１5日受理分（敬称略）

  世帯数 11,075戸
  男　性 11,545人
  女　性 12,729人
　　計　 24,274人

令和 8年 5月１日現在

人 口

※広報掲載については、石井町へ
届け出された方で掲載を希望さ
れた方のみ、掲載しております。

【先月比】
（－ 16）
（－ 27）
（－　9）
（－ 36）

大西　　諒　楓
ふう
華
か
（石井町）　　　優希	

西眞田知樹　ののは（高川原）　　かなみ

黒田　　寛　雫
しずく
（石井町）　　　貴子	

小梯　洋平　透
とう
里
り
（西高原）　　　紘子	

西村　　令　帆
ほの
夏
か
（石井町）　　　七月	

友成　優太　優
ゆう
晶
しょう
（石　井）　　　彩香

｝
｝

｝
｝

｝

｝

 お誕生おめでとう 

高橋　章司　85歳（平　島）
辻　　芳治　78歳（石　井）桒村　富榮　97歳（東高原）

天羽　　正　80歳（上　浦）
笠井ヒロヱ　88歳（　関　）
後藤田清子　76歳（東覚円）

※最新の人口は石井町ホームページでご確認ください。

お悔やみ申し上げます

町長コラム町長コラム 　私事で恐縮ですが、5月 5日に次女の結婚式がありました。次女は、高校
卒業後に県外に進学したので、卒業して帰県してからも離れて暮らしていま
す。なので、結婚といってもこれまでの生活とそれほど状況が変わるわけで
はないのですが、いざ結婚という節目になると、嬉しさと寂しさが半々といっ
たところです。
　振り返ってみると、子育てというのは本当にあっという間に過ぎ去るもの
だなと思います。ついこの前までホントに小さな子どもだったのが、いつの
間にか大きく成長し、人生を共にするパートナーに出会い、新たな家庭を築
いていく。思い出のアルバムを１ページめくる度、過ぎ去った時間が愛おし
く思えます。
　式の最後に、これまでの感謝の手紙をもらいましたが、感謝しているのは
こちらです。子育てを通じて、親にさせていただきました。子どもに成長さ
せてもらったと思います。
　日本語は、「愛で始まり恩で終わる。」といわれています。お互いに感謝を
忘れず、家族の絆が深まることを願っています。今日は国際家族デーです。

石井町長石井町長

小林　智仁小林　智仁

家族家族

フジグラン石井でいきいき100歳体操を開催しています。
理学療法士の先生が丁寧に教えてくれますので、ぜひご来場ください！

5月22日（金）13：30～
6月26日（金）13：30～

☆申込不要、どなたでも参加できます。
☆毎月第４金曜日に開催予定です。（随時お知らせします）
☆感染症の状況等により変更及び中止する場合があります。

いきいき100歳体操inフジグラン

場所：フジグラン石井
１階 すだちストリート

問長寿社会課　 674－6111
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いしい
　スナップ
+＊石井町の話題紹介＊＋

 3
 1
“ 石井町消防団操法訓練開始式 ”
消防防災力向上のため訓練を強化しています。

 3

 4

26

10

“ 町から感謝状を贈呈 ”
防災士会会長として防災対策にご尽力いただいています。

“ 町立幼稚園で入園式（高原幼稚園）”
高原幼稚園では、29名が入園しました。

 3

 4

26

 7

“JA 名西郡から「母子手帳ケース150個」”
地域貢献活動の一環で寄贈していただきました。

“春の交通安全キャンペーン ”
ドライバー等の交通安全意識の啓発が行われました。

阿波食ミュージアムで県警、各交通安全関係団体が呼びかけました阿波食ミュージアムで県警、各交通安全関係団体が呼びかけました

企業版
感謝状贈呈式の様子感謝状贈呈式の様子

会社ホームページ

　この度、株式会社阿波銀行様より企業版ふるさ
と納税によるご寄附をいただきました。本町の地
方創生事業を応援いただきまして、ありがとうご
ざいます。
　石井町まち・ひと・しごと創生推進事業に活用
させていただきます。

～企業版ふるさと納税によるご寄附をいただきました～

永代取引によるお客さま感動満足の創造と豊かな地域社会の実現

岩本　光雄岩本　光雄　氏　氏
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～　地元で頑張る　お店紹介～
「地元で頑張るお店紹介」は、町内の商工業の発展を目的に、石井町商工会と協力し作成しています。

　 徳島の恵みを活かしたペットフードブランド 「KUN KUN Gourmet」。 自

分の愛犬に、 心から安心して与えられるおやつが欲しい――そんな想いから始

まりました。 使用するのは、 阿波尾鶏や阿波美豚など、 人間が自分でも食べ

たいと思える品質の食材のみ。 保存料 ・ 香料 ・ 着色料は一切使わず、 素材本

来のおいしさを大切に、 ひとつひとつ丁寧に手作りしています。

　 実店舗は持たず、 オンラインショップを中心に販売し、 毎月出店の 「リノベ

なくらしいち」 では、 お客さまと直接お話ししながら販売しています。

　 わんちゃんの試食も行っており、 飼い主さんやわんちゃんのうれしそうな反

応を見られる時間を何より大切にしています。

TEL ： 080－7244－6665
石井町浦庄字下浦929－97
営業時間 ： 10時～19時
定　休　日 ：不定休

HPはこちら▼

令和６年創業　（代表取締役　安岡　夕
ゆ な

奈）

～ 自分の愛犬にあげたい、安心のおやつ ～

『 KUN KUN Gourmet （ちまりや株式会社） 』

問学校給食センター　 675－1210

インスタはこちら▼

KUNKUN.GOURMET
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4/16 宇高耳鼻咽喉科医院 675-0750 

4/23 なかたに産婦人科 674-1295 

4/29 川村医院 674-0120 

4/30 伊勢内科小児科 675-0535 

5/3 須見医院 674-0178 

5/4 惠美クリニック 675-0855 

5/5 川原内科外科 675-0015 

5/7 田中医院 674-6181 

5/14 遠藤整形外科 674-0066 

日曜・祝日当番医 
●診療時間● 

午前９時～午後５時 

○問 石井消防署 ６７４－６７８８ 
名西郡医師会 HP： 
https://myouzaigunmed.or.jp/ 

受診に迷った時は！ 
急な病気やケガの際、すぐに受診したほうが

良いのか、医師や看護師が電話でアドバイス 

【徳島救急医療電話相談】 

局番なしの＃７１１９または０８８－６２２－６５３０ 

 

【１５歳未満の方は…徳島こども医療電話相談】 

局番なしの＃8000または０８８－６２１－２３６５ 

●相談時間● 

月～土 ： 午後６時～翌朝８時 

日・祝日・年末年始 ： ２４時間対応 

ふれあい広場ふれあい広場

【名西郡医師会ホームページ】
http://myouzaigun-med.or.jp/

問石井消防署　 674－6788

 

4/16 宇高耳鼻咽喉科医院 675-0750 

4/23 なかたに産婦人科 674-1295 

4/29 川村医院 674-0120 

4/30 伊勢内科小児科 675-0535 

5/3 須見医院 674-0178 

5/4 惠美クリニック 675-0855 

5/5 川原内科外科 675-0015 

5/7 田中医院 674-6181 

5/14 遠藤整形外科 674-0066 

日曜・祝日当番医 
●診療時間● 

午前９時～午後５時 

○問 石井消防署 ６７４－６７８８ 
名西郡医師会 HP： 
https://myouzaigunmed.or.jp/ 

受診に迷った時は！ 
急な病気やケガの際、すぐに受診したほうが

良いのか、医師や看護師が電話でアドバイス 

【徳島救急医療電話相談】 

局番なしの＃７１１９または０８８－６２２－６５３０ 

 

【１５歳未満の方は…徳島こども医療電話相談】 

局番なしの＃8000または０８８－６２１－２３６５ 

●相談時間● 

月～土 ： 午後６時～翌朝８時 

日・祝日・年末年始 ： ２４時間対応 

ふれあい広場ふれあい広場

 

4/16 宇高耳鼻咽喉科医院 675-0750 

4/23 なかたに産婦人科 674-1295 

4/29 川村医院 674-0120 

4/30 伊勢内科小児科 675-0535 

5/3 須見医院 674-0178 

5/4 惠美クリニック 675-0855 

5/5 川原内科外科 675-0015 

5/7 田中医院 674-6181 

5/14 遠藤整形外科 674-0066 

日曜・祝日当番医 
●診療時間● 

午前９時～午後５時 

○問 石井消防署 ６７４－６７８８ 
名西郡医師会 HP： 
https://myouzaigunmed.or.jp/ 

受診に迷った時は！ 
急な病気やケガの際、すぐに受診したほうが
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【夜間診療は…】 

徳島市夜間休日急病診療所 
を利用することができます。 

               （ ０８８－６２２－３５７６） 

 ●月～土 ： 午後７時３０分～午後１０時３０分 

 ●日・祝日・年末年始 ： 午後６時～午後１０時３０分

 

5/17 遠藤産婦人科 674－6818
5/24 なかたに産婦人科 674－1295
5/31 尾崎医院 674－8855
6/7 伊勢内科・小児科 675－0535
6/14 宇高耳鼻咽喉科医院 675－0750
6/21 川原内科外科 675－0015

そのお悩み、弁護士に
相談してみませんか？

チケットの交付窓口は、石井町役場　総務課です。
問総務課（庶務係）　 674－1111

問健康増進課（保健センター）　 674－0001

（徳島弁護士会によるチケット制無料法律相談）

　石井町では、次の対象の方に、徳島弁護士会が実施
する無料法律相談のチケットを交付します。
〈注意〉石井町実施の町民無料法律相談とは別の法律相談です。

【対　象　者】①石井町に住民登録がある方（身分証明書の提示が必要）
　　　　　　②�当該年度に町が実施する町民無料法律相談及びチケット制無料法律相談を１度も受けたこと

がない方（年度内に１人につき１回のみ）
【相談会場】徳島弁護士会　法律相談センター（徳島市新蔵町１丁目31番地　徳島弁護士会館２階）
【実施方法】個別相談（約30分）
【予　　約】チケット交付後、有効期限内に徳島弁護士会に予約をしてください。

― 妊娠28週から36週の妊婦の方へ ―
RSウイルス感染症ワクチン定期接種が始まっています!!

　令和８年４月１日から、RSウイルス感染症に対する母子免疫ワクチンの定期接種が始まっています。
　RSウイルスは、ほぼ全ての乳幼児が２歳までに一度は感染しますが、初めて感染した乳幼児の３割程度に
重症化の恐れがあります。
　定期接種として使用されるワクチンは、母親（妊婦）に接種すると抗体が胎児に移行し、生まれた乳児が出生
時からRSウイルスに対する予
防効果を得ることができます。
　対象の方に個別通知しますの
で、内容をよく読んで接種を検
討しましょう。

妊娠28週を迎える前の月に
個別通知します。

主治医に相談し、接種を検討しましょう。
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　○に入る言葉や数字は何でしょう。
【問１】　「○○○フェスタ in いしい２０２６」は５月２４日（日）石井町中央公民館で開催します。是非、ご来場ください！ 

【問２】　５月２９日から注意報や警報の名称が変わり、新たに「○○○４危険警報」が創設されます。改めて、避難について考えましょう！

　記入例のように答えを書いて、応募方法により５月29日（金曜日）役場必着でご応募ください。
【町からのお知らせで『興味がある・詳しく知りたい』ことがあれば、一緒
に書いて送ってください (^^)】 ※記入例

［問１］　○○○
［問２］　○○○

住所・氏名（フリガナ）、広
報へのご意見・ご感想など

４月号の答え「①感震（ブレーカー）　②経済（センサス）」
たくさんのご応募ありがとうございました。
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。ご了承ください。

 図書カードを当てよう！広報クイズ 抽選で５名の方に
1,000円の図書カードが

当たる！

※応募多数の際は掲載できない場合があります。応募ハガキはお返しできません。

●ご応募ください！
　・赤ちゃんやかわいいペット紹介
　・町内の美しい景色の写真など
　投稿フォームができました♪

応募方法（※住所・氏名（フリガナ）を必ず書いてください。【５月29日（金）役場必着】）
●応募フォーム（広報クイズ・短歌、俳句、川柳のみ）

〒779－3295
石井町役場
『ふれあい広場』係

までお送りください。

●郵送
（ハガキ・封書）

応募フォームは
こちら

インターネットから簡単にご応募いただけます♪
●石井町ホームページから
①便利情報ナビの『広報いしい』をクリック
　（画面中央部）
②『広報クイズの回答はこちら』をクリック

ふるってご応募ください☆

広 報 い し い第287号 令和 8年 5月15日 （23）
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フォントを採用しています。

 

令和 8 年度 
新規採用職員紹介 

新しく採用された４名の新規採用職員を紹介します。 

かいで 
です 

たにぐち 
です 

いわたに 
です 

そぶえ 
です 

 

 

＼ 夕方の暮らしを彩るマーケット ／ 

夕暮市場 
ユ ウ グ レ マ ー ケ ッ ト 

IN 石井町役場 

開催場所 石井町役場前 
〒779-3295 石井町高川原字高川原１２１－１ 

主催 ACP（夕暮市場実行委員会） 

後援 石井町 

来場者駐車場は、石井中学校運動場をご利用ください。 

台数に限りがありますので、公共交通機関やお車の乗り合わせ、 

自転車や徒歩でご来場ください。 

１３時から１５時まで設営で会場付近が混み合います。 

ご協力をよろしくお願い致します。 

（問い合わせ） 

夕暮れマーケットインスタグラム DM 

＠YU_GUREMARKET_ANAN 

第３回 

2026 6/24(水) 
16：00_19：00 

　季節の花を見に行き写真
を撮ったり、家で愛猫と一
緒に過ごす時間を大切にし
ています。
　感謝の気持ちと思いやり
の心を大切に、どんなこと
でも安心して相談していた
だけるよう、ひとつひとつ
丁寧に取り組んで参ります。
よろしくお願いいたします。

　石井町の好きなところは
自然が豊かで、商業施設が
多く暮らしやすいところで
す。
　地域の皆さまから信頼さ
れる職員になれるよう、少
しでも早く仕事を覚えたい
です。人との関わりを大切
に、日々成長できるよう努
力を惜しまず頑張ります。

　石井町の好きなところは
自然が豊かで温かみがある
ところです。
　地域の方ひとりひとりに
寄り添うことができる保健
師を目指したいと思います。
そのため町民の皆さまか
ら信頼していただけるよう
日々精進して参りますので
よろしくお願いします。

　建設課に配属になりまし
た。貝出といいます。前職
では地質調査の技術職と
ボーリング調査の現場職で
働いていました。
　これまでの経験を生かし
て、石井町役場の職員とし
て頑張りますので、よろし
くお願いいたします。
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